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コメンテータ 韓国の大学・教育界へのインパクト  

「国家職務能力標準(NCS)の活用と大学におけ

る事例」 
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ディスカッション  

日本への示唆－日本の職業能力評価基準の教育

への展開可能性－ 

「韓国の NQF,NCS 開発から学ぶこと」 

 

 

 

 

 

 
 



EQ 科研・EQGC 日韓国際セミナー 20191006＠九州大学 

韓国の NQF，NCS開発から学ぶこと 
 

田中光晴（国立教育政策研究所フェロー／文部科学省）1 
０．自己紹介 

現職：国研フェロー／文部科学省総合教育政策局調査企画課 外国調査係（韓国担当） 

前職：東北大学入試センター 講師（比較教育学） 

博論：韓国における「私教育」政策に関する研究（九州大学） 

 

１．NQFの開発可能性 ―― グローバルな要請 

(1)NIC の発足まで 
9 月 1 日発足 NIC 高等教育資格承認情報センター （大学改革支援・学位授与機構内） 

 
1983 年 アジア・太平洋地域会議 Bangkok で開催（バンコク規約） 日本は不締結 
→資格認定の対象として国家資格，職業資格が盛り込まれていたため2 

Ex. 
職業の実践を目的とする外国の課程修了証書，卒業証書又は学位の認定は，その保有者が当該職

業の実践に必要な技術的訓練を受けていることを認定することを意味するものとする。（第 1 条よ

り抜粋） 

 
2011 年の東京会議の草案作成ではこの点に特に留意 

「資格の承認」とは，締約国の権限のある承認当局が外国において付与された教育の資格の価

値について定め及びその価値に対して与える正式な確認をいう。（第 1 条内） 

 
・2017 年規約締結（東京規約）→ NIC 創設 
・2019 年下期 → 世界規約に向けた議論開始 

 
(2)NQF ベースの議論 

UNESCO バンコク事務所所長 
「UNESCO では，フォーマル教育のノンフォーマル化が議論されている。例えば既存の公教育を

代表とするフォーマル教育の「学歴」ではなく，AI による学習や MOOC などに基づく個別学習

のアウトカムベースの学習歴認証がなされ，その等価性が問題となる。多くの国ではその際 NQF
が参照される3。日本はこの流れにどう対応するのか。」 

 

                                                   
1 本報告は，所属する組織を代表するものではなく，全て個人的見解に基づくものである。 
2 規約の取りまとめに尽力した木村孟氏の報告資料より（NICweb サイトより入手可能） 
3 2015 年時点で，150 カ国以上，国連加盟国で 4 分の 3 以上が NQF の開発・導入・展開を進めて

いる（CEDEFOP，2017）。 
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UNESCO「Guidelines on Developing and Strengthening Qualifications Frameworks in Asia 
and the Pacific」（Sept. 2018） 
アジア太平洋地域資格フレームワークの開発と強化に向けての指針 
・国家資格参照枠組（NQF）は異なった教育機関の責任共有の文化を形成する手段となりうる。 
• 国家資格参照枠組，学位・資格の質の保証そして学位・資格承認に対する総合的なアプローチ

が国を超えたモビリティと雇用の振興に資する。 
 

２．NQFの開発に向けた課題 ―― 構造的問題？ 

(1)単線的な教育システムにおける「高等教育」領域 
単線的な公教育制度が発達しかつ中等教育及び高等教育への進学率が高い国（例えば日本，韓国）

では，公教育以外の学びを認める体制が取りにくい4。公教育以外の学びを認めるということはやや

もすれば既存の体制（教育部局）を再構築（あるいは解体）することを想起させ，その兆しに対し，

教育部局はあくまでも内部の改革で対応しようとする（あるいは全くしない）。その結果，体制は維

持され，対応は遅れる（できない）。 
→教育部局以外から制度改革圧力がかかるとこの条件は崩れ，再構築に向けた動きが生じる？韓国

の NCS や NQF 開発が大統領（秘書室）主導であったように。 
さらに，韓国の場合，大統領公約として，「学歴社会からの脱却」＝「能力中心社会への転換」が

目指されており，（私）教育政策の一環としても NCS 開発に対するドライブがかかった5。 

 
※2019 年現在，韓国の教育部において，NCS は，高等教育政策室職業教育政策官中等職業教育政

策課（専門大学と同じ部署）が，NQF は，生涯未来教育局生涯学習政策課が所管。雇用労働部で

は，職業能力評価課が NCS,SQF,NQF を所管（特性化高校の教員研修等）。 

 
教育と労働領域は近接するが，想定している資質・能力は異なっている？このすり合わせを現部

局体制で可能か6。 末尾資料参照 

 
 

                                                   
4 日本も含めて後発近代化諸国では学歴主義が発達し，中国の科挙に代表されるような選抜の歴史

がそれを強化している。職業における初期キャリア段階での教育訓練においては，大卒学歴やそ

こにつながる普通教育が重視されている。そのため初期職業訓練が適切な発展・社会的評価を得

られず，就業後の継続職業能力開発が人材育成として多様に展開するものの，それはベッカーの

『人的資本論』で指摘された企業特殊的であったり小規模だったりと，可視性・転用可能性に乏

しいという結果をもたらしている（吉本，2018：8-9 頁）。 
5 日本における NCS,NQF 開発の国内的動機はなにかという問題が提起できる。吉本・稲永

（2016）は，日本が NQF 導入に至らない理由について，内部労働市場型の人材育成とそれに起

因する学校教育サイドの対応をあげている。 
6 吉本（2018：11）は，職業教育と NQF を巡る国際比較の問いとして，9 つを揚げ，その一つに

「NQF の政策的な導入可能性の検討においては，そうした職業領域において教育領域との関係ス

テークホルダーレベルでの対話と合意，決定の過程が必要であり，その可能性があるのかどうか

を吟味する必要がある」と述べている。 
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(2)「高等教育」を打破する学問はどこが担うのか――第三段階教育への着目 
一方で，こうした改革が社会・経済の変化に対応するという動機のみによってよいかという学問

的な問題がある。「改革」のための研究か，研究をベースに「改革」を考えるのか。韓国では，大統

領制（任期 5 年，再任不可）がしかれるため，選挙キャンプによる政策研究が「改革」のベースに

なることがある。EBPM≒PBEM から RBPM へ。 

 
(3)先生方へのコメント 
○日本に職業教育研究開発機構（仮称）（韓国の KRIVET のような）の設置は考えられるか。 
→職業能力評価基準に基づく教育パッケージの開発と中等・高等教育機関への普及・拡大 

 
○人力公団と職業能力開発院での協力の決定的なきっかけはなんだったのか。大統領制がそうさせ

たのか。大統領制ではない日本で，教育部門と労働部門はいかに対話するのか。 

 
○「新しい職業」の登場が想定される将来を勘案すれば，「職業分野」はほぼ際限なく誕生すること

になる。その職業（能力）の更新性（多様性に言い換えてもいい）ゆえに，何がよりよい質であ

るのかを実証的に説明することはほぼ困難である。基準の作成は，その分野が誕生してからでな

いと設定ができないという一種の不可逆性が存在する。しかし，その不可逆性にも拘わらず，そ

の標準に基づき育成される人材は，未来の社会における人材である。職業教育は，常にこの「時

差」を内包しており，これが，企業が持つ「教育」への不信になると思うが，どうか。 

 
 
参考資料 

文部科学省 Web サイト ユネスコ国内委員会 各種規約の仮訳 

http://www.mext.go.jp/unesco/009/003.htm 
高等教育資格承認情報センター NIC 

https://www.nicjp.niad.ac.jp/ 
CEDEFOP（2017），”Global inventory of regional and national qualifications frameworks - 

Volume I:Thematic Chapters” (http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-
resources/publications/2221 （2019 年 9 月 19 日アクセス） 

吉本圭一（2018）『国家学位資格枠組みの世界的展開と日本における導入可能性』専修学校による

地域産業中核的人材養成事業成果報告書 Vol.17。 
吉本圭一・稲永由紀（2016）「第 2 部 学位・資格枠組みの国際的展開」『職業教育・高等教育資格

枠組みを通したグローバルな専門人材育成のためのコンソーシアム』（平成 27 年度文部科学省

委託事業），国立大学法人九州大学。 
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日韓国際セミナー 総括討論 記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

1 
 

総括討論 記録

（※敬称略）

ディスカサント 田中 光晴氏から登壇者への 3つの問題提起

先生方に是非教えていただきたいことです。一つは、韓国のこのNCSが現場に定着した
一つの大きなきっかけは職業教育系の研究機関、日本のいう国研の職業教育版が別途あり

ます。これは教育部の傘下にあります。こういった職業教育に関する専門の教育機関という

のは日本に作られていいんではないか、というふうに思います。そこで教育のパッケージを

作ることが必要ではないか、というのが 1つ目。こういうことは可能なのでしょうか、と吉
本先生に聞いてみたいと思います。 
 2 つ目は Cho 先生がまさにその開発にずっと携わっていたので聞きたいんですが、韓国
では、雇用労働部と教育部にそれぞれあった NCSを、協力して統一・開発するようになっ
た。それがどういった協力か分かりませんが、それを可能としたのはやはり大統領制ではな

いのかと私は思っています。日本には大統領制がない。では，どういう形でそこの対話が可

能になるのか、という点を質問したい。 
3つ目これは NCS全体に関わるところなんですが、新しい職業の登場をどう想定するの
かという点です。韓国のNCSもそうでしたが、職業分野はそうするとほぼ際限なく増え続
けていくことになります。誕生するとその職業というのはもちろん、新しい能力に対応して

いかなければいけないので、更新されていきます。何がより良いかが分からないので、実証

的にこれが良い能力です。「これを学べば将来役立ちますよ」という能力はそもそも設定が

しづらいのではないかと思ってしまう。何が言いたいかというと基準の作成はその分野が

誕生し、成り立ってからじゃないとやはり作れないので、時差がどうしても生まれてしまう。

そうすると産業から見た教育というのはちょっと遅れてしまっているというか、そういう

ふうに見えてしまう。これをどういうふうに考えるのか。産業から教育部に要求するけれど

もそれに足るもの、教育部がきちんと用意できるかというところでｓｙ。これが韓国の場合

は能力中心社会への、という大統領の大きなくくりの中で、トップダウンで行われてきたが、

日本で可能なのか。さらに踏み込めば、そもそもNCSのニーズが果たしてあるのか、とい
う点です。それだけお金かけて毎年毎年更新して、その更新を基に大学のシラバスを書き換

えてくことをずっとやっていく。その費用対効果はいいのか悪いのかという問題があるの

ではないかと思っています。私からは以上です。 
 
総括討論

（塚原）

田中先生コメントありがとうございました。その実際講演をされた方、登壇された方々に

お答えをしていただきたいと思いますが、今 3つ質問が出ました。1番目の質問は、吉本先
生に回答いただきたいので最後にします。本日は基本的に韓国（の先進事例）から学ぶセミ
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ナーですので、2つ目の質問と 3つ目の質問について、お二人の先生にリプライをしていた
だこうと思います。どちらの先生が先でも構いませんので、お二人でご相談されてよろしく

お願いをいたします。 
 

（Cho）

ではまず私から、お話したいと思います。3つのご質問について話したいと思います。 
田中先生のご提案というのは、韓国の KRIVETのような研究機関があればいいなというお
話しだったと思います。KRIVETのような研究機関というのは韓国だけにある訳ではなく、
フランスにもドイツにもあります。EUにも職業訓練、研究機関というのがあります。です
から、先例がありますのでそれほど難しいことではないと思います。日本では、厚生労働省

と文科省が協力して設置されればいいのではないかと思います。 
KRIVET というのは部署を越えて、国務省、国務庁の傘下にあります。雇用労働省の下
というわけではありません。日本では内閣府の下にあるというイメージです。ですから日本

の内閣を考えると総理の直属の機関として設立されればいいのではないかと思います。 
いかがでしょう、田中さん。（日本では）可能でしょうか？ 
2つ目の質問についてですが、雇用労働省と教育部が協力するきっかけは大統領制だった

のではないかと田中さんは言われましたが、まさにその通りです。大統領選挙の時にアジェ

ンダ、公約として出したのでそれをやらざるを得ないということになった訳です。ナショナ

ルアジェンダになる前は、実は既に韓国では 2 つの部署の下で似たような政策がありまし
た。それが少しずつ違ってた訳ですが。それがナショナルアジェンダとなって一体化してう

まくいったということになります。 
3番目の質問ですが、当然産業界と教育との違い、ギャップというのはあります。ギャッ

プをなくすのは困難です。それをどうやって小さくするかということが課題です。そうする

と学習内容、あるいは学習方法が問題になります。そこに NCSが基盤を提供するというこ
とになります。そしてさらに先ほどご紹介しました、あるいは紹介していただきました

work-basedのデュアルシステムというのがあることによって、産業界とそれから学校が協
力していきます。そういった方法が生み出されるということがあります。 
実は 1970 年代～80 年代前半は、人材不足が深刻な問題でした。そのため人材の質も低
かったものですから、企業の方から学校の先生を訪ねて行って、時には贈り物をして「どう

か優秀な学生さんをうちの企業に寄こしてください」、そういうふうに頼む、逆に言うと大

学の方がイニシアチブを持っていた時代でした。まさにマンパワー不足でした。現在は逆で

す。学校の先生、大学の先生の方が企業を訪ねていって、むしろ「学生をよろしくお願いし

ます」と頼みます。企業が上になっているというわけです。ですから、状況が変化している

のです。これを正常な状態に戻すためにはやはりNCSに基づいた学校と企業の有機的な関
係、それによって改善をしていくことが必要です。それがギャップを減らす有効な方法では

ないかと考えています。 
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（Kang）
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究所を作るとよいのではないかと思います。それが国民の支持を得られれば、つまり必要性

だとかその機関がしている仕事の役割について国民の支持が得られればおのずから、定着

していきます。韓国の KRIVETのようにしかるべきところに落ち着くのではないかと思い
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つ目は、その教育機関が職業についての教育をする機関であるのかそれとも普通教育、日本
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的に言うと普通教育、教養教育を行う機関であるのか。教養教育を担う学校の人たちに職業

に関する資格の教育をするのだと納得をしてもらうための合意形成が一つ必要なんではな

いかと思います。 
法律上、日本の学校の場合、小学校から大学までの間で、職業に必要な能力を育成する教

育機関というのは中学校だけです。中学校で職業に必要な基本的な能力を育成するという

のが法律上設定されていますが、高校や大学では職業に必要な能力ではなくて、専門的な能

力を育成するという決め方になっています。したがって、高校の先生や大学の先生は、私た

ちは教育機関で教育をする時には職業に必要な能力を形成するのではなく、専門分野の能

力を形成すべきだからそういった資格教育というのは嫌だと、いうような認識を持ってい

るのではないかというのが私の考えです。 
そういった時に疑問になるのは、韓国で NCSなどとの連携や NCSなどに対応すること
を始める以前に、法律上韓国の小学校、中学校、高校、大学、といったものが何を目指して

教育をするというような、法律上のあるいは先生方の認識としてどういう教育をするとい

うものが法律上の規定になっていたのかについてもう一度聞かせていただきたいと思いま

す 。 
もう一つお聞きしたかったんですけども、時間も取りますので一点だけ・・・。 

 
（塚原）

もう一つ位、短い質問だったらば受けてもいい時間があるかなと思うのですが。短い質問

があればお願いします。 
 

（Q2：亀野）

NCS に基づくブラインド採用について、お尋ねします。背景は日本も韓国も比較的よく
似ていると思うので、非常に関心があります。 
簡単に 3 つお尋ねします。ブラインド採用というのは理念なのか政府が推奨しているも
のなのか、もしくはもっと政府が強く規制しているものなのか、罰則などがあるのかという

のが質問です。ブラインド採用について企業の反応や、あるいは反発などというのがあった

のかについても教えてください。 
 

（Kang）

大統領になる時に 100 の公約というのを掲げます。大きくこのような能力中心の社会を
実現すると。それに対する細部の公約というのが出てきます。ですからその公約を掲げてい

た大統領が当選した場合、それを担当する、特に主に担当する部署というのは自分だけでな

く他の部署にも協力してくれと積極的に協力を要請していきます。ですから公約を掲げて

いた候補が大統領になると合意形成というのは比較的簡単に進みます。もちろん韓国も教

授それから学生たちも四年生制大学における自分たちの大学アイデンティティについては
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様々な議論がありますが。ですから四年制大学のうち、38の大学しか（NCSには）参加し
ていないというのは、そこにも理由がある訳です。 

IPPが導入されるというのは大学の中で自然に合意が形成されて初めて導入されました。
38 の大学が参加していると言いましたが、その全部の学科が参加している訳ではありませ
ん。依然として学術的な研究機関というのは（参加せずに）残っています。やはり実践的な

学問を行っている、職業と密接に関連のある学科で主として（NCS は）導入されているは
ずです。 
ブラインド採用については、基本的に企業は拒否したりする必要はありません。韓国企業

自身が学歴による採用が企業の運営にとって役に立たない、害になるということを既に認

識していたからです。韓国のトップ企業であるサムスンを始めとする大企業というのは、業

務に必要がないスペックは一切無視して評価せずに採用するというのを実際行っています。 
それを大企業だけでなく中小企業にも拡散させるということが本来の目的でした。そして

公企業については、導入当初は強制をしました。にもかかわらず、現在韓国の企業では、ブ

ラインド採用というのを行うこと自体が、企業の主体性、自律性を損なうものではないかと

いう議論もあります。 
 

（Cho）

一つだけ追加します。大学には大学の協議会というのがあります。こちらで NCSをどの
ように四年制大学に適用するかということで私がセミナーで発表したことがあります。そ

の時に、大学教育協議会の会長が、職業教育の大学とアカデミックな大学を分けて、職業教

育の方には NCS を適用しなければならないと、そういう立場でした。その通りであれば、
38の大学が IPPを採用する訳がありません。それは大学がどうやってこれから生き残って
いかなければならないか、ということと密接な関係があります。ですから現在少子高齢化が

進む中、韓国の大学はそもそも存続が難しい大学というのがたくさんあります。ですから大

学の生存、生き残りという側面でも NCSの採用というのは非常に重要な課題になってきて
います。 
前の政府では、ブラインド採用というのを積極的に政策として掲げていました。ですから

前の政府では、公企業を中心にブラインド採用が推奨されていました。それは政府の後押し

がなければそこまではいかなかったと思います。結局難しい、困難はあっても、うまくいっ

ていると思います。Kang先生、いかがでしょうか。 
 

（塚本）

ありがとうございました。それでは最後に吉本先生、お願いいたします。 
 

（吉本）

最後ずっと我々、大学関係者の話に少し入ってきてると思いながら聞いていました。労働
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市場の特徴などいろいろ考えて、日本の大学がどちらに向かっていくのかと。むしろ疑問が

たくさん出て来たというところです。答えづらい内容もありますが、先ほど申し上げた「蜘

蛛の糸」理論で説明すると、九州大学も含めてどの大学も東京大学を目指すから、800余り
のすべての大学が東京大学を目指すという世界はいかがなものなのか。現実はそういうこ

とでないことを皆が知っています。しかし、問題は多分それを誘導する人たちが適切に現状

を示し得てないことではないかと思います。一つは、日本産業教育学会がしっかりしていな

かったということかもしれません。要するに、政策がどういうふうに決められるか、中央教

育審議会に対し適切な声が届いてない。800 もある大学では、デュアルシステムをしたり、
もっと現場の地域に関わったりしている大学もある。にもかかわらずそれは大したことで

はない、中教審で議論するほどのことでもないと。つまり政策形成の中にそういうものがう

まく届いていない。そこのチャンネルの問題ではないかと思います。もちろん KRIVETの
ような研究所がないことも重要な問題です。 
少し脱線しますが、私は 35歳でやっとというか無理やり海外に行かされました。そこで
「この研究所こそ面白い」と思ったのが CEREQ、Center for Qualificationですフランス
の。CEREQ の「EQ」がとても気に入ったため、自分の研究所の名前 RTEQ にも「EQ」
と、最後に Qualifications という用語を付けたのです。そのフランスの CEREQ はもちろ
ん皆さんご存知のように、8割位が文部省の方から資金提供がある。当然文部省の中に、教
育と訓練が一緒にカバーされている。そして残りは労働の方からお金が下りる。「あ、こう

いうタイプの研究がなければいけないんだ」というふうに私はキャリアの、研究キャリアの

スタート段階の頃に思いました。それを思い出しました。その後 CEREQ だったり、ドイ
ツの BIBBだったり、韓国の KRIVETには地域の職業教育センターに訪問しました。私自
身はそういう行政制度を作りたいと思っていました。私は今年度で定年ですので、ここにい

るフロアの皆さんに、この宿題を、亀野さんたち皆さんに投げかけたいと思っています。 
そのような形で、現場の方が先に一生懸命に対応しているようなものをくみ取る力がな

い、ということが日本の大きな問題なのかと思います。そういうチャンネルが、Voiceを上
に届けるチャンネルがなくて Voiceが届かない。上から来る Voiceについては、深堀さんも
関わっておられる、研究大学の人たちが中心に進んでいる。「研究大学のようになりなさい

よ」、というようなモデルづくり、つまり学術分野別参照基準というものが作られている。

こういうことかなと。そこが辛いところかなというふうに思っています。 
それと難しいのは、そういう制度の壁の厚みというのが日本と韓国と中国とでは違うの

かなと思っています。中国はやはり壁が厚く、職業教育研究所に行ってみたら、中国の巨大

な官僚制のもとに二人首相が、副首相がいて、その二人の副首相が別々に、教育と人的資源

を別々に処理していました。そしてその下とは連携ができていない。やはり大きな国の問題

でもあるが、壁の厚みでもあるかと思います。制度の問題は難しいと思っています。 
もう一つ韓国の実情をお聞きしたいのは、その人々の考え方が非常に柔軟で、日本の場合、

ある種、スペックに信頼があるからかもしれないのですが。高学歴化が進んでも労働市場に
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まとめによって総括ということにし、お開きにしたいと思います。 
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（編集：江藤智佐子） 
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に届けるチャンネルがなくて Voiceが届かない。上から来る Voiceについては、深堀さんも
関わっておられる、研究大学の人たちが中心に進んでいる。「研究大学のようになりなさい

よ」、というようなモデルづくり、つまり学術分野別参照基準というものが作られている。

こういうことかなと。そこが辛いところかなというふうに思っています。 
それと難しいのは、そういう制度の壁の厚みというのが日本と韓国と中国とでは違うの

かなと思っています。中国はやはり壁が厚く、職業教育研究所に行ってみたら、中国の巨大

な官僚制のもとに二人首相が、副首相がいて、その二人の副首相が別々に、教育と人的資源

を別々に処理していました。そしてその下とは連携ができていない。やはり大きな国の問題

でもあるが、壁の厚みでもあるかと思います。制度の問題は難しいと思っています。 
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